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令
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○　

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
（
抄
）
（
本
則
関
係
）

1

 

※
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整

 

　

備
等
に
関
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
百
七
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
条
文

○　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
四
号
）
（
抄
）
（
附
則
第　

 

三
項
関
係
）

9
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○　

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
（
抄
）
（
本
則
関
係
）

※
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備

 
等
に
関
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
百
七
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
条
文

 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
特
別
特
定
建
築
物
）

（
特
別
特
定
建
築
物
）

第
五
条　

法
第
二
条
第
十
九
号
の
政
令
で
定
め
る
特
定
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ

第
五
条　

法
第
二
条
第
十
九
号
の
政
令
で
定
め
る
特
定
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ

 
 

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一　

小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
（
前
期

一　

小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
（
前
期

課
程
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
公
立
の
も
の
（
第
二
十
四
条
及
び
第
二

課
程
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
公
立
の
も
の
（
第
二
十
三
条
及
び
第
二

十
六
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
公
立
小
学
校
等
」
と
い
う
。
）
又
は

十
五
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
公
立
小
学
校
等
」
と
い
う
。
）
又
は

 
 

特
別
支
援
学
校

特
別
支
援
学
校

二
～
十
九　

（
略
）

二
～
十
九　

（
略
）

 
 

（
建
築
物
特
定
施
設
）

（
建
築
物
特
定
施
設
）

第
六
条　

法
第
二
条
第
二
十
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

第
六
条　

法
第
二
条
第
二
十
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 
 

と
す
る
。

と
す
る
。

 
 

一
～
六　

（
略
）

一
～
六　

（
略
）

 

七　

劇
場
、
観
覧
場
、
映
画
館
若
し
く
は
演
芸
場
又
は
集
会
場
若
し
く
は
公

（
新
設
）

 
 

会
堂
（
第
十
五
条
に
お
い
て
「
劇
場
等
」
と
い
う
。
）
の
客
席

八
～
十
一　

（
略
）

七
～
十　

（
略
）

 
 

（
都
道
府
県
知
事
が
所
管
行
政
庁
と
な
る
建
築
物
）

（
都
道
府
県
知
事
が
所
管
行
政
庁
と
な
る
建
築
物
）

 
 

第
七
条　

（
略
）

第
七
条　

（
略
）

２　

法
第
二
条
第
二
十
二
号
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
の
う
ち
建
築

２　

法
第
二
条
第
二
十
二
号
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
の
う
ち
建
築

基
準
法
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
又

基
準
法
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
又

は
建
築
副
主
事
を
置
く
特
別
区
の
区
域
内
の
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物

は
建
築
副
主
事
を
置
く
特
別
区
の
区
域
内
の
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物

（
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年

（
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
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法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

同
号
に
規
定
す
る
処
分
に
関
す
る
事
務
を
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

同
号
に
規
定
す
る
処
分
に
関
す
る
事
務
を
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

 
 

た
場
合
に
お
け
る
当
該
建
築
物
を
除
く
。
）
と
す
る
。

た
場
合
に
お
け
る
当
該
建
築
物
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一　

延
べ
面
積
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
延
べ
面
積

一　

延
べ
面
積
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
延
べ
面
積

を
い
う
。
第
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

を
い
う
。
第
二
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

 
 

え
る
建
築
物

え
る
建
築
物

二　

（
略
）

二　

（
略
）

 
 

（
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
）

（
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
）

第
十
条　

法
第
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及

第
十
条　

法
第
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及

び
配
置
に
関
す
る
基
準
（
次
項
に
規
定
す
る
特
別
特
定
建
築
物
に
係
る
も
の

び
配
置
に
関
す
る
基
準
（
次
項
に
規
定
す
る
特
別
特
定
建
築
物
に
係
る
も
の

 
 

を
除
く
。
）
は
、
次
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

を
除
く
。
）
は
、
次
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２　

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
条
例
で
同
条
第
一

２　

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
条
例
で
同
条
第
一

項
の
建
築
の
規
模
を
床
面
積
の
合
計
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
定
め
た
場

項
の
建
築
の
規
模
を
床
面
積
の
合
計
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
定
め
た
場

合
に
お
け
る
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
当
該
建
築
に
係

合
に
お
け
る
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
当
該
建
築
に
係

る
特
別
特
定
建
築
物
（
公
衆
便
所
を
除
き
、
同
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る

る
特
別
特
定
建
築
物
（
公
衆
便
所
を
除
き
、
同
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る

特
定
建
築
物
を
含
む
。
第
二
十
六
条
に
お
い
て
「
条
例
対
象
小
規
模
特
別
特

特
定
建
築
物
を
含
む
。
第
二
十
五
条
に
お
い
て
「
条
例
対
象
小
規
模
特
別
特

定
建
築
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
法
第
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

定
建
築
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
法
第
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

る
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
は
、
第
二
十
条
及
び

る
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
は
、
第
十
九
条
及
び

第
二
十
六
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
十
五
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
 

（
便
所
）

（
便
所
）

第
十
四
条　

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障

第
十
四
条　

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障

害
者
等
が
利
用
す
る
便
所
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
当
該
便
所
を
利
用
す
る
上
で

害
者
等
が
利
用
す
る
便
所
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
（
男
子

支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
配
置
の
基
準
に
従
い
、

用
及
び
女
子
用
の
区
別
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
）
は
、
次
に
掲

 

こ
れ
ら
の
者
が
利
用
す
る
階
（
当
該
階
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
が
利
用
す
る

げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

部
分
の
床
面
積
、
当
該
部
分
の
利
用
方
法
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
国
土

 

交
通
大
臣
が
定
め
る
階
を
除
く
。
）
の
階
数
に
相
当
す
る
数
（
床
面
積
が
一

 

万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
階
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
数
に
当
該

 

階
の
床
面
積
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
数
を
加
え
た
数
）
以
上
設
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け
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一　

便
所
内
に
、
車
椅
子
を
使
用
し
て
い
る
者
（
以
下
「
車
椅
子
使
用
者
」

 

と
い
う
。
）
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通

 

大
臣
が
定
め
る
構
造
の
便
房
（
以
下
「
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
」
と
い
う

  
 

。
）
を
一
以
上
設
け
る
こ
と
。

（
削
る
）

二　

便
所
内
に
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

構
造
の
水
洗
器
具
を
設
け
た
便
房
を
一
以
上
設
け
る
こ
と
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
便
所
を
設
け
る
階
に
お
い
て
は
、
当
該
便
所
の
う
ち

（
新
設
）

一
以
上
（
当
該
階
の
床
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
床
面
積
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
数
以
上
）
に
、
車

椅
子
使
用
者
用
便
房
（
車
椅
子
を
使
用
し
て
い
る
者
（
以
下
「
車
椅
子
使
用

者
」
と
い
う
。
）
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交

通
大
臣
が
定
め
る
構
造
の
便
房
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
一
以
上
（
当
該

車
椅
子
使
用
者
用
便
房
に
男
子
用
及
び
女
子
用
の
区
別
を
設
け
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
設
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
階
が
直
接
地
上
へ
通
ず
る
出
入
口
の
あ
る

階
（
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
五
号
イ
に
お
い
て
「
地
上
階

」
と
い
う
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
一
以
上
設
け
る

施
設
が
同
一
敷
地
内
の
当
該
出
入
口
に
近
接
す
る
位
置
に
あ
る
場
合
そ
の
他

の
車
椅
子
使
用
者
が
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
利
用
す
る
上
で
支
障
が
な
い

も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
便
所
の
う

（
新
設
）

ち
一
以
上
に
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

構
造
の
水
洗
器
具
を
設
け
た
便
房
を
一
以
上
（
当
該
便
房
に
男
子
用
及
び
女

子
用
の
区
別
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
）
設
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
便
所
で

２　

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等

あ
っ
て
男
子
用
小
便
器
を
設
け
る
も
の
の
う
ち
一
以
上
に
は
、
床
置
式
の
小

が
利
用
す
る
男
子
用
小
便
器
の
あ
る
便
所
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち

便
器
、
壁
掛
式
の
小
便
器
（
受
け
口
の
高
さ
が
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

一
以
上
に
、
床
置
式
の
小
便
器
、
壁
掛
式
の
小
便
器
（
受
け
口
の
高
さ
が
三

下
の
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
小
便
器
を
一
以
上
設
け
な

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

小
便
器
を
一
以
上
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

（
劇
場
等
の
客
席
）

第
十
五
条　

劇
場
等
の
客
席
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

（
新
設
）

、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
以
上
の
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
（
車
椅
子
の
転
回

に
支
障
が
な
い
こ
と
そ
の
他
の
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
場
所
を
い

う
。
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

 

な
い
。

 

一　

当
該
客
席
に
設
け
る
座
席
の
数
が
四
百
以
下
の
場
合　

二

二　

当
該
客
席
に
設
け
る
座
席
の
数
が
四
百
を
超
え
る
場
合　

当
該
座
席
の

数
に
二
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
（
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
数
）

第
十
六
条
・
第
十
七
条　

（
略
）

第
十
五
条
・
第
十
六
条　

（
略
）

 
 

（
駐
車
場
）

（
駐
車
場
）

第
十
八
条　

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障

第
十
七
条　

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障

害
者
等
が
利
用
す
る
駐
車
場
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

害
者
等
が
利
用
す
る
駐
車
場
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
に
、

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
以
上
の
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
（
車
椅
子

車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
駐
車
施
設
（
以
下
「
車

使
用
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
駐
車
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ

椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
」
と
い
う
。
）
を
一
以
上
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

 

。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
駐
車
場
が
昇
降
機
そ
の

い
。

 

他
の
機
械
装
置
に
よ
り
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
構
造
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ

 

、
そ
の
出
入
口
の
部
分
に
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
自
動
車
に
乗
降
す
る
こ

 

と
が
可
能
な
場
所
が
一
以
上
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
そ
の
他
の
車
椅
子
使
用

 

者
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
上
で
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が

 
 

定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

一　

当
該
駐
車
場
に
設
け
る
駐
車
施
設
の
数
（
当
該
駐
車
場
を
二
以
上
設
け

（
新
設
）

 

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
駐
車
場
に
設
け
る
駐
車
施
設
の
総
数
。
以
下

 

こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
二
百
以
下
の
場
合　

当
該
駐
車
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施
設
の
数
に
百
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
数
（
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が

 
 

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
数
）

 
二　

当
該
駐
車
場
に
設
け
る
駐
車
施
設
の
数
が
二
百
を
超
え
る
場
合　

当
該

（
新
設
）

 
駐
車
施
設
の
数
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
（
そ
の
数
に
一
未
満
の
端

 
 

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
数
）
に
二
を
加
え
た
数

２　

（
略
）

２　

（
略
）

 
 

（
移
動
等
円
滑
化
経
路
）

（
移
動
等
円
滑
化
経
路
）

第
十
九
条　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
経
路
の
う

第
十
八
条　

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
経
路
の

ち
一
以
上
（
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
全
て
）
を
、
高
齢

う
ち
一
以
上
（
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
全
て
）
を
、
高

者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
経
路
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
六

齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
経
路
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十

条
第
一
項
に
お
い
て
「
移
動
等
円
滑
化
経
路
」
と
い
う
。
）
に
し
な
け
れ
ば

五
条
第
一
項
に
お
い
て
「
移
動
等
円
滑
化
経
路
」
と
い
う
。
）
に
し
な
け
れ

 
 

な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一　

建
築
物
に
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢

一　

建
築
物
に
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢

者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
居
室
（
以
下
「
利
用
居
室
」
と
い
う
。
）
を

者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
居
室
（
以
下
「
利
用
居
室
」
と
い
う
。
）
を

設
け
る
場
合　

道
又
は
公
園
、
広
場
そ
の
他
の
空
地
（
以
下
「
道
等
」
と

設
け
る
場
合　

道
又
は
公
園
、
広
場
そ
の
他
の
空
地
（
以
下
「
道
等
」
と

い
う
。
）
か
ら
当
該
利
用
居
室
ま
で
の
経
路
（
当
該
利
用
居
室
が
第
十
五

い
う
。
）
か
ら
当
該
利
用
居
室
ま
で
の
経
路
（
直
接
地
上
へ
通
ず
る
出
入

条
の
劇
場
等
の
客
席
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
客
席
の
出
入
口
と
車

口
の
あ
る
階
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
上
階
」
と
い
う
。
）
又
は
そ

椅
子
使
用
者
用
部
分
と
の
間
の
経
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
三
条
に

の
直
上
階
若
し
く
は
直
下
階
の
み
に
利
用
居
室
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て

お
い
て
「
車
椅
子
使
用
者
用
経
路
」
と
い
う
。
）
を
含
み
、
地
上
階
又
は

は
、
当
該
地
上
階
と
そ
の
直
上
階
又
は
直
下
階
と
の
間
の
上
下
の
移
動
に

 

そ
の
直
上
階
若
し
く
は
直
下
階
の
み
に
利
用
居
室
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ

係
る
部
分
を
除
く
。
）

 

て
は
当
該
地
上
階
と
そ
の
直
上
階
又
は
直
下
階
と
の
間
の
上
下
の
移
動
に
 

 

係
る
部
分
を
除
く
。
）

二　

建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
に
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
（
車
椅
子
使
用
者
用

二　

建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
に
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
（
車
椅
子
使
用
者
用

客
室
に
設
け
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
け
る
場
合　

利

客
室
に
設
け
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
け
る
場
合　

利

用
居
室
（
当
該
建
築
物
に
利
用
居
室
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
道

用
居
室
（
当
該
建
築
物
に
利
用
居
室
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
道

等
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
当
該
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
ま
で
の

等
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
当
該
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
ま
で
の

 

経
路
（
当
該
利
用
居
室
が
第
十
五
条
の
劇
場
等
の
客
席
で
あ
る
場
合
に
あ

経
路

 
 

っ
て
は
、
車
椅
子
使
用
者
用
経
路
を
含
む
。
）

三　

建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
に
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
を
設
け
る
場
合

三　

建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
に
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
を
設
け
る
場
合
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当
該
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
か
ら
利
用
居
室
ま
で
の
経
路
（
当
該

　

当
該
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
か
ら
利
用
居
室
ま
で
の
経
路

 

利
用
居
室
が
第
十
五
条
の
劇
場
等
の
客
席
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
車

 
 

椅
子
使
用
者
用
経
路
を
含
む
。
）

 
 

四　

（
略
）

四　

（
略
）

 
 

２　

移
動
等
円
滑
化
経
路
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

移
動
等
円
滑
化
経
路
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

一
～
六　

（
略
）

一
～
六　

（
略
）

七　

当
該
移
動
等
円
滑
化
経
路
を
構
成
す
る
敷
地
内
の
通
路
は
、
第
十
七
条

七　

当
該
移
動
等
円
滑
化
経
路
を
構
成
す
る
敷
地
内
の
通
路
は
、
第
十
六
条

 
 

の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 

イ
～
ニ　

（
略
）

イ
～
ニ　

（
略
）

３　

（
略
）

３　

（
略
）

第
二
十
条
～
第
二
十
二
条　

（
略
）

第
十
九
条
～
第
二
十
一
条　

（
略
）

 
 

（
増
築
等
に
関
す
る
適
用
範
囲
）

（
増
築
等
に
関
す
る
適
用
範
囲
）

第
二
十
三
条　

建
築
物
の
増
築
又
は
改
築
（
用
途
の
変
更
を
し
て
特
別
特
定
建

第
二
十
二
条　

建
築
物
の
増
築
又
は
改
築
（
用
途
の
変
更
を
し
て
特
別
特
定
建

築
物
に
す
る
こ
と
を
含
む
。
第
一
号
に
お
い
て
「
増
築
等
」
と
い
う
。
）
を

築
物
に
す
る
こ
と
を
含
む
。
第
一
号
に
お
い
て
「
増
築
等
」
と
い
う
。
）
を

す
る
場
合
に
は
、
第
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築

す
る
場
合
に
は
、
第
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築

 

物
の
部
分
（
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
六
号
の
経
路
が
二
以
上
あ
る
場
合
に

物
の
部
分
に
限
り
、
適
用
す
る
。

 
 

あ
っ
て
は
、
い
ず
れ
か
一
の
経
路
に
係
る
部
分
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。

 
 

一　

（
略
）

一　

（
略
）

二　

道
等
か
ら
前
号
に
掲
げ
る
部
分
に
あ
る
利
用
居
室
ま
で
の
経
路
（
当
該

二　

道
等
か
ら
前
号
に
掲
げ
る
部
分
に
あ
る
利
用
居
室
ま
で
の
一
以
上
の
経

利
用
居
室
が
第
十
五
条
の
劇
場
等
の
客
席
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
車

路
を
構
成
す
る
出
入
口
、
廊
下
等
、
階
段
、
傾
斜
路
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ

 

椅
子
使
用
者
用
経
路
を
含
む
。
）
を
構
成
す
る
出
入
口
、
廊
下
等
、
階
段

の
他
の
昇
降
機
及
び
敷
地
内
の
通
路

 
 

、
傾
斜
路
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
及
び
敷
地
内
の
通
路

 
 

三　

（
略
）

三　

（
略
）

四　

第
一
号
に
掲
げ
る
部
分
に
あ
る
利
用
居
室
（
当
該
部
分
に
利
用
居
室
が

四　

第
一
号
に
掲
げ
る
部
分
に
あ
る
利
用
居
室
（
当
該
部
分
に
利
用
居
室
が

設
け
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
道
等
）
か
ら
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
（
前

設
け
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
道
等
）
か
ら
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
（
前

号
に
掲
げ
る
便
所
に
設
け
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
ま
で
の
経
路
（
当
該

号
に
掲
げ
る
便
所
に
設
け
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
ま
で
の
一
以
上
の
経

利
用
居
室
が
第
十
五
条
の
劇
場
等
の
客
席
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
車

路
を
構
成
す
る
出
入
口
、
廊
下
等
、
階
段
、
傾
斜
路
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ

 

椅
子
使
用
者
用
経
路
を
含
む
。
）
を
構
成
す
る
出
入
口
、
廊
下
等
、
階
段

の
他
の
昇
降
機
及
び
敷
地
内
の
通
路
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、
傾
斜
路
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
及
び
敷
地
内
の
通
路

 
 
五　

（
略
）

五　

（
略
）

六　

車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
（
前
号
に
掲
げ
る
駐
車
場
に
設
け
ら
れ
る

六　

車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
（
前
号
に
掲
げ
る
駐
車
場
に
設
け
ら
れ
る

も
の
に
限
る
。
）
か
ら
第
一
号
に
掲
げ
る
部
分
に
あ
る
利
用
居
室
（
当
該

も
の
に
限
る
。
）
か
ら
第
一
号
に
掲
げ
る
部
分
に
あ
る
利
用
居
室
（
当
該

部
分
に
利
用
居
室
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
道
等
）
ま
で
の
経
路

部
分
に
利
用
居
室
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
道
等
）
ま
で
の
一
以

（
当
該
利
用
居
室
が
第
十
五
条
の
劇
場
等
の
客
席
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

上
の
経
路
を
構
成
す
る
出
入
口
、
廊
下
等
、
階
段
、
傾
斜
路
、
エ
レ
ベ
ー

は
、
車
椅
子
使
用
者
用
経
路
を
含
む
。
）
を
構
成
す
る
出
入
口
、
廊
下
等

タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
及
び
敷
地
内
の
通
路

、
階
段
、
傾
斜
路
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
及
び
敷
地
内
の
通

路

 
 

（
公
立
小
学
校
等
に
関
す
る
読
替
え
）

（
公
立
小
学
校
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
二
十
四
条　

公
立
小
学
校
等
に
つ
い
て
の
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、

第
二
十
三
条　

公
立
小
学
校
等
に
つ
い
て
の
第
十
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、

第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
及

第
十
六
条
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
（
次

び
前
条
の
規
定
（
次
条
に
お
い
て
「
読
替
え
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
の
適

条
に
お
い
て
「
読
替
え
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、

れ
ら
の
規
定
中
「
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢

又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
多
数
の

者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
多
数
の
者
が
利
用
す
る
」
と

者
が
利
用
す
る
」
と
、
前
条
中
「
特
別
特
定
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
「
第
五

、
前
条
中
「
特
別
特
定
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
第
一
号
に
規
定
す

条
第
一
号
に
規
定
す
る
公
立
小
学
校
等
」
と
す
る
。

る
公
立
小
学
校
等
」
と
す
る
。

 
 

（
条
例
で
定
め
る
特
定
建
築
物
に
関
す
る
読
替
え
）

（
条
例
で
定
め
る
特
定
建
築
物
に
関
す
る
読
替
え
）

第
二
十
五
条　

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
特
定
建
築
物
に
条
例

第
二
十
四
条　

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
特
定
建
築
物
に
条
例

で
定
め
る
特
定
建
築
物
を
追
加
し
た
場
合
に
お
け
る
読
替
え
対
象
規
定
の
適

で
定
め
る
特
定
建
築
物
を
追
加
し
た
場
合
に
お
け
る
読
替
え
対
象
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
読
替
え
対
象
規
定
中
「
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し

用
に
つ
い
て
は
、
読
替
え
対
象
規
定
中
「
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し

、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
多
数

、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
多
数

の
者
が
利
用
す
る
」
と
、
第
二
十
三
条
中
「
特
別
特
定
建
築
物
」
と
あ
る
の

の
者
が
利
用
す
る
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
特
別
特
定
建
築
物
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
十
四
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
特
定
建
築
物
」
と
す
る
。

は
「
法
第
十
四
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
特
定
建
築
物
」
と
す
る
。

 
 

（
条
例
対
象
小
規
模
特
別
特
定
建
築
物
の
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
）

（
条
例
対
象
小
規
模
特
別
特
定
建
築
物
の
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
）

第
二
十
六
条　

条
例
対
象
小
規
模
特
別
特
定
建
築
物
の
移
動
等
円
滑
化
経
路
に

第
二
十
五
条　

条
例
対
象
小
規
模
特
別
特
定
建
築
物
の
移
動
等
円
滑
化
経
路
に

つ
い
て
は
、
第
十
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

つ
い
て
は
、
第
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
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第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
又
は
第
四
号
に
」
と
、

第
一
項
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
又
は
第
四
号
に
」
と
、
同
条
第

同
項
第
一
号
中
「
経
路
（
当
該
利
用
居
室
が
第
十
五
条
の
劇
場
等
の
客
席
で

二
項
第
三
号
中
「
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
客
席
の
出
入
口
と
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
と
の

一
条
各
号
及
び
」
と
、
同
号
イ
及
び
第
七
号
イ
中
「
百
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

間
の
経
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
「
車
椅
子
使
用
者
用

ル
」
と
あ
り
、
同
項
第
四
号
イ
中
「
階
段
に
代
わ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
百
二

経
路
」
と
い
う
。
）
を
含
み
、
」
と
あ
る
の
は
「
経
路
（
」
と
、
同
条
第
二

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
階
段
に
併
設
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
九
十
セ
ン

項
第
三
号
中
「
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一

チ
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
項
第
七
号
ニ

中
「
段
に
代
わ
る
も
の

(1)

条
各
号
及
び
」
と
、
同
号
イ
及
び
第
七
号
イ
中
「
百
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

に
あ
っ
て
は
百
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
段
に
併
設
す
る
も
の
に
あ
っ

」
と
あ
り
、
同
項
第
四
号
イ
中
「
階
段
に
代
わ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
百
二
十

て
は
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
と

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
階
段
に
併
設
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
九
十
セ
ン
チ

、
同
項
第
四
号
中
「
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
」
と
あ
る
の
は
「
第

メ
ー
ト
ル
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
項
第
七
号
ニ

中
「
段
に
代
わ
る
も
の
に

十
三
条
各
号
及
び
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か

(1)

 

あ
っ
て
は
百
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
段
に
併
設
す
る
も
の
に
あ
っ
て

、
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
六
条
各
号
及
び
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

は
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
と
、

 

同
項
第
四
号
中
「
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

 

三
条
各
号
及
び
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、

 
 

」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
各
号
及
び
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２　

建
築
物
の
増
築
又
は
改
築
（
用
途
の
変
更
を
し
て
条
例
対
象
小
規
模
特
別

２　

建
築
物
の
増
築
又
は
改
築
（
用
途
の
変
更
を
し
て
条
例
対
象
小
規
模
特
別

特
定
建
築
物
に
す
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
増
築
等
」
と

特
定
建
築
物
に
す
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
増
築
等
」
と

い
う
。
）
を
す
る
場
合
に
は
、
第
二
十
条
及
び
前
項
の
規
定
は
、
当
該
増
築

い
う
。
）
を
す
る
場
合
に
は
、
第
十
九
条
及
び
前
項
の
規
定
は
、
当
該
増
築

等
に
係
る
部
分
（
当
該
部
分
に
道
等
に
接
す
る
出
入
口
が
あ
る
場
合
に
限
る

等
に
係
る
部
分
（
当
該
部
分
に
道
等
に
接
す
る
出
入
口
が
あ
る
場
合
に
限
る

 
 

。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。

。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。

３　

条
例
対
象
小
規
模
特
別
特
定
建
築
物
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て

３　

条
例
対
象
小
規
模
特
別
特
定
建
築
物
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て

の
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

の
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又

い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又

は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
多
数
の

は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
多
数
の

 
 

者
が
利
用
す
る
」
と
す
る
。

者
が
利
用
す
る
」
と
す
る
。

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

第
二
十
七
条
～
第
三
十
二
条　

（
略
）

第
二
十
六
条
～
第
三
十
一
条　

（
略
）
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○　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
四
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三

 
項
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

附　

則

附　

則

 
 

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
政
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

１　

こ
の
政
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

 
 

行
の
日
（
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

行
の
日
（
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

 
 

の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２　

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進

２　

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条
第
二
項
に

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条
第
二
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公

表
さ
れ
た
道
路
特
定
事
業
計
画
に
基
づ
き
市
町
村
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七

表
さ
れ
た
道
路
特
定
事
業
計
画
に
基
づ
き
市
町
村
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
指
定
市
を
除
く
。
）
が
高
齢
者

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
指
定
市
を
除
く
。
）
が
高
齢
者

、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
十
七

、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
十
七

号
に
規
定
す
る
道
路
特
定
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
道
路
特
定

号
に
規
定
す
る
道
路
特
定
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
道
路
特
定

事
業
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
三
十
二
条
第
五
項

事
業
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
三
十
二
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
権
限
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等

の
規
定
に
よ
る
権
限
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等

の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
道
路
特
定
事
業
計
画
に
定
め
ら
れ
た
道
路
特
定
事
業
の
実
施
予
定

ず
、
当
該
道
路
特
定
事
業
計
画
に
定
め
ら
れ
た
道
路
特
定
事
業
の
実
施
予
定

期
間
内
に
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

期
間
内
に
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


